
○
内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）（
抄
） 

  

（
大
臣
官
房
、
政
策
統
括
官
、
独
立
公
文
書
管
理
監
及
び
局
の
設
置
） 

第
一
条 
本
府
に
、
大
臣
官
房
、
政
策
統
括
官
七
人
、
独
立
公
文
書
管
理
監
一
人
及
び

次
の
三
局
を
置
く
。 

 
 

賞
勲
局 

 
 

男
女
共
同
参
画
局 

 
 

沖
縄
振
興
局 

  

（
独
立
公
文
書
管
理
監
の
職
務
） 

第
三
条
の
二 

独
立
公
文
書
管
理
監
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一 

行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
総
合
調
整
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八

号
）
附
則
第
九
条
に
規
定
す
る
独
立
し
た
公
正
な
立
場
に
お
い
て
行
う
、
行
政
機

関
の
長
（
同
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。）
に
よ
る
特
定

秘
密
（
同
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
指

定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
特
定
秘
密
で
あ
る
情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書
（
公
文

書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。）
の
管

理
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
検
証
、
監
察
そ
の
他
の
措
置
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。 

二 

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
同
法
第
九

条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
資
料
の
徴
収
並
び
に
実
地
調

査
に
係
る
も
の
（
同
法
第
八
条
第
二
項
の
同
意
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

求
め
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）
並
び
に
こ
れ
ら
の
措
置
の
結
果
に
基
づ
い
て
行

う
同
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。 


